
当社は、資産管理業務を行う信託銀行として、コンプライアンスの徹底を通じて、真に社会から信頼され、評価される銀行
となることを目指しています。このような理念を実現するため、次のような諸施策、態勢の整備を講じています。

経営会議

コンプライアンス委員会

株主総会

取締役会

社　長

業務管理部

各部コンプライアンス責任者各部

監査役会 監査役

業務管理部担当役員

当社では、コンプライアンス上の問題をできる限り早期に発見し是正するため、職員が内部あるいは外部に設置した通報
窓口へ直接通報できる仕組みを設けています。通報を受けた場合、コンプライアンス統括部署である業務管理部が、事実の
解明、問題の是正、再発防止を講ずる等の対応を行います。

コンプライアンス態勢

当社の法令等遵守の基本方針および具体的な行動基準を明確化するため、「企業活動における倫理基準」を制定していま
す。これは、当社の経営理念を実現するための倫理基準を示すとともに、その具体的な行動基準を示すものです。

「企業活動における倫理基準」の策定

当社は、「企業活動における倫理基準」に基づきコンプライアンスを実践するにあたっての具体的な手引書として、「コンプ
ライアンス・マニュアル」を作成しています。このマニュアルは、全役職員が参照可能な社内イントラネット上に掲載するととも
に、適宜職場で研修を実施するなどにより、周知徹底を図っています。
また、コンプライアンスを実現するため、毎期、「コンプライアンス・プログラム」を策定し、これに基づき活動を行い、進捗
状況を定期的に検証しています。具体的には、定期的なコンプライアンス研修の実施、各部における法令等に関する事項の
定期的な点検の実施等を行っています。
マネー・ローンダリング防止および経済制裁対応（AML）の観点では、当社では、日本法のみならず欧米法規制も見据え
た先進的なAML態勢を構築すべく、国際決済に係るスクリーニングにおいて資金決済および証券決済の電文を対象にスク
リーニングを実施すると共に、本人確認（Know	Your	Customer)の管理態勢を一層強化する等、AML態勢の堅確化を図っ
ています。

コンプライアンス実現のための活動

当社は、業務管理部担当役員を委員長とするコンプライアンス委員会を経営会議傘下に設置し、コンプライアンスに関わ
る重要事項について調査、審議する態勢としています。また、全社的コンプライアンスを実践するための統括部署として業務
管理部を設置しています。業務管理部では、当社全体のコンプライアンスを実践するための諸施策の企画、立案を行ってい
ます。また、各部のコンプライアンスを実践するため、コンプライアンス責任者を任命しています。

コンプライアンスを実践するための組織態勢

コンプライアンス・ヘルプライン
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